
 

 
新潟県報道資料 

令和６年２月 20日 

産業労働部地域産業振興課 

「なりわい再建支援補助金」に係る事業説明会を開催します。 
（令和６年能登半島地震に伴う中小企業等の事業再建支援） 

 
県では、令和６年能登半島地震で被災された中小企業等の早期の事業再建に向けて、

「なりわい再建支援補助金」の実施を予定※しています。 

ついては、下記のとおり、県内４地域で事業説明会を開催します。 

※本事業の実施については、県議会での関連予算の成立を条件とします。 

 
１ 開催日時 

 
 

２ 説明内容 

  「なりわい再建支援補助金」の制度内容や申請手続き等について 

 

３ 申込方法 

（１）直接会場へ来られる方 

・参加申込み不要です。直接会場へお越しください。 

（２）オンラインでの参加（オンライン配信）を希望される方 

・参加を希望する回の前日正午までに、新潟県電子申請システム（下記 URL）から 

お申込みください。 

   https://apply.e-tumo.jp/pref-niigata-u/offer/offerList_detail?tempSeq=9832 

・開催日前日の 15 時頃までに、参加のための URL をメールでご連絡します。 

 

＜参考：なりわい再建支援補助金の制度概要＞ 

地震により被災した中小企業等の復旧・復興を推進するため、工場・店舗などの 

施設や生産機械などの設備の復旧に係る経費を補助 
 

＜本件についてのお問い合わせ先＞ 

 産業労働部地域産業振興課 中村 木内 

（直通）025-280-5235 （県庁内線）2760 

 


